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当院では、マイナンバーカード等を利用したオンライン資格確認システムを導入しております。



オンライン資格確認とは

健康保険証として紐づけされたマイナンバーカード（マイナ保険証）または、健康保険証を

利用してオンラインで資格情報等の確認することができる制度です。

マイナンバーカードが健康保険証として利用いただけます。

ご利用には、患者さまのご自身による事前登録が必要です。

詳しくは、下記厚生労働省のホームページをご覧ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 ※各種医療証（公費負担医療証・子ども医療費受給者証・特定疾患医療受給者証等）はマイ

ナンバーによる確認を行うことが出来ませんので健康保険証はすべてご持参ください。

限度額適用認定証の申し込みが不要になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf

マイナ保険証の利用で、診療情報等の提供に同意いただいた場合、特定健診情報や

診療・薬剤情報を確認し、医療の向上に役立てます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843666.pdf

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

 当院では、マイナンバーカードによる保険証の利用や問診票を通じて患者さまの診療情報を

取得活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。

国が定めた診療報酬算定要件に伴い、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定しております。
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国が定めた診療報酬算定要件に伴い、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定しております。


